
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51号）（抄） 

 

 （委員長） 

第四十二条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理す

る。 

 （専門委員） 

第四十三条  委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことがで

きる。 

２ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるも

のとする。 

４ 専門委員は、非常勤とする。 

 （事務局） 

第四十四条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 

２ 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。 

３ 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 

（報告の徴収等） 

第四十五条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、官民競争

入札若しくは民間競争入札を実施する国の行政機関等又は公共サービス実施民間

事業者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。    

  （政令への委任） 

第四十六条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定め

る。 
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